
 

           
 

もうすぐ、クリスマスですね。 

不況、不景気とはいうものの、クリスマス・イルミネーションの点灯式などをテレビで 

見ると、やはり、クリスマスっていうイベントもなかなかいいものだな、と思います。 

今回は、60 歳未満の配偶者がいらっしゃる場合のお話です。 

 
1２月号目次 
☆ ６０歳未満の配偶者がいる場合 
☆ 健保の保険料率と給付率 

 
☆ ６０歳未満の配偶者がいる場合 

平成 18 年の「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」改定により、65 歳までの雇用の

継続が段階的に義務付けられることになりました。 

  そして、現在、65 歳以上への定年引上げや、希望者全員を対象とする 70 歳以上の継続雇

用制度を導入した場合は助成金の支給など、65 歳以降の雇用を促進する環境整備が行わ

れています。このような状況下、今後は 65 歳を過ぎても、会社で厚生年金に加入して、

働く方が増えていくのではと思われます。 

  ●国民年金の第 3号被保険者の要件は？ 

もし、65 歳以上で、厚生年金に加入している場合、その方に 60 歳未満の配偶者がいらっ

しゃる場合には要注意。国民年金では加入しなければならない方を 1号から 3号まで決

めています。 

1 号は 2号、3号に該当しない方。 

2 号は厚生年金や共済制度に加入されている方。 

そして厚生年金や共済年金に加入されている配偶者に生計を維持されている20歳以上60

歳未満の方を第 3号被保険者と呼びます。 

この方たちは、ご自分で保険料を払わなくても、払ったこととみなして、将来の年金額

に反映していく仕組みになっています。しかし、平成 14 年に厚生年金に加入しなければ

ならない年齢上限の引き上げが行われたことにより厚生年金、共済制度に加入している

配偶者=国民年金 2号とは限らなくなりました。             （裏面へ続く） 



  国民年金第 2号被保険者については「65 歳以上で、老齢基礎年金、老齢厚生年金、 

退職共済年金等の受給権を有しない被保険者に限る」と国民年金法附則第 3条で特例を

規定したからです。 

老齢や退職事由の年金を受け取ることが出来る方は国民年金の 2号被保険者でなくなる

のですから、その方の配偶者は 3号の資格が無くなってしまうのです。 

  該当される元 3号の方は、1号の届けをして、ご自分で 60 歳まで保険料の納付をしなけ 

れば、それまでの期間が未納となってしまいますので注意が必要です。 

  65 歳以降でも加入期間が短くて老齢や退職を事由といる年金を受け取る権利がない方の 

場合は国民年金 2号被保険者資格が継続していますので、配偶者は 3号の資格のまま。 

ご自分で保険料を支払う必要はありません。 

  ●健康保険は大丈夫 

では、健康保険の被扶養者の資格はどうなるか。65 歳以上で年金の受給権があり、厚生

年金に加入されている方の配偶者であっても被扶養者の資格は継続することになります。 

☆ 健保の保険料率と給付率 

現在、協会けんぽの健康保険料率全国平均は、8.2%ですが、経済状況の悪化に伴う保険

料収入の減少等により、来年の保険料率を 9.9%に引き上げることを全国保険協会が試算

していること、並びに傷病手当金、出産手当の上限額の引き下げ(現行上限額 81 万円)

を傷病手当金については 21 万円、出産手当については 16 万円とする案が検討されてい

るということです。運営委員会では具体的な上限額は見送られましたが、上限額の引き

下げについては了承されたとのことです。また、受給資格についても検討されることに

なるようです。 
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電話＆ファクス(075)241-4586      メール nishio@nishio-sr.com 

ホームページオープン ! アクセスはこちらから http://www.nishio-sr.com 

営業時間  午前９時～午後５時３０分（日曜・祝日定休日） 

〒604-8155 京都市中京区錦小路通室町東入る 占出山町３０８ 

ヤマチュウビル２階 Ｎ１０ 

    阪急京都線「烏丸駅」、市営地下鉄「四条駅」 

    四条烏丸バスターミナルからいずれも徒歩２分 

西尾雅枝社会保険事務所は、各種年金や公的保険制度のご相談をお受けしています。

機密性のある相談スペースで、秘密厳守でお話を伺います。お気軽にご相談下さい。


